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教育委員会会議報告書（令和３年第３号） 

 

会議の種類    開催月日 議案番号 議 案 名 結 果 

第６回 

定例会 

6月 23日 議 案 

第２９号 

武蔵村山市立学校学

校運営協議会委員の

委嘱に係る臨時代理

の承認について 

武蔵村山市立小中一貫校村山

学園の学校運営協議会委員につ

いて、新たに委員の委嘱をする

必要が生じたが、教育委員会の

会議を招集する時間的余裕がな

いことから、臨時に代理したも

のであり、原案のとおり承認さ

れた。 

第７回 

定例会 

7月 15日 議 案 

第３０号 

武蔵村山市学校給食

運営委員会委員の委

嘱に係る臨時代理の

承認について 

武蔵村山市学校給食運営委員

会委員に欠員が生じたことに伴

い、補欠の委員を委嘱する必要

が生じたが、教育委員会の会議

を招集する時間的余裕がないこ

とから、臨時に代理したもので

あり、原案のとおり承認され

た。 

議 案 

第３１号 

令和３年度実施 令

和２年度教育委員会

事務事業点検・評価

報告書について 

地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和３１年法律

第１６２号）第２６条第１項の

規定に基づき、教育委員会事務

事業点検・評価報告書を作成す

る必要があり、原案のとおり可

決された。 

市 民 情 報 提 供 資 料 
教 育 部 教 育 総 務 課 
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会議の種類    開催月日 議案番号 議 案 名 結 果 

議 案 

第３２号 

令和４年度使用教科

書の採択事務処理に

おける武蔵村山市教

育委員会の判断につ

いて 

令和４年度使用教科書の採択

事務処理において、義務教育諸

学校の教科用図書の無償措置に

関する法律施行規則第６条第３

号に基づく採択替えを行うか否

かについて判断する必要があ

り、原案のとおり可決された。 

議 案 

第３３号 

武蔵村山市教育委員

会事務局職員の任免

に係る臨時代理の承

認について 

教育委員会事務局職員を任免

する必要が生じたが、教育委員

会の会議を招集する時間的余裕

がないことから、臨時に代理し

たものであり、原案のとおり承

認された。 

第８回 

定例会 

8月 20日 請 願 

第 ２ 号 

オリンピック・パラ

リンピック参加に関

する決定についての

請願 

不採択と決定された。 

議 案 

第３４号 

令和３年度教育予算

の補正（第６号）の

申出について 

令和３年度教育予算につい

て、歳入で都補助金、歳出で総

務管理費、教育総務費、中学校

費及び保健体育費に補正の申出

をする必要があり、原案のとお

り可決された。 

議 案 

第３５号 

武蔵村山市立小学校

特別支援学級令和４

年度使用教科用図書

の採択について 

 義務教育諸学校の教科用図書の

無償措置に関する法律（昭和３８

年法律第１８２号）第１３条の規

定により、小学校特別支援学級令
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会議の種類    開催月日 議案番号 議 案 名 結 果 

和４年度使用教科用図書を採択す

る必要があり、原案のとおり可決

された。 

議 案 

第３６号 

武蔵村山市公共施設

予約システムの利用

に関する規則ほか５

規則の一部改正の申

出について 

公共施設予約システムの更新

に伴い、武蔵村山市公共施設予

約システムの利用に関する規則

ほか５規則の一部改正の申出を

する必要があり、原案のとおり

可決された。 

議 案 

第３７号 

武蔵村山市公民館条

例施行規則の一部を

改正する規則につい

て 

公共施設予約システムの更新

に伴い、公民館使用許可書兼領

収書の様式を変更する必要があ

り、原案のとおり可決された。 

議 案 

第３８号 

武蔵村山市教育委員

会事務局職員の任命

に係る臨時代理の承

認について 

教育委員会事務局職員を任命

する必要が生じたが、教育委員

会の会議を招集する時間的余裕

がないことから、臨時に代理し

たものであり、原案のとおり承

認された。 

 

 


